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日本に対する2 回目の総括所見を採択

～「権利基盤型アプローチ」を強調 し、自治体子 どもオンブズや子ども参加を勧告～

平 野 裕 二 （子どもの権利条約N G O レポート連絡会議）

20 04年 1月2 8 日（水）、国連・ 子 どもの権 利 委員会 （第3 5会期 、以 下 「委 員会 」） は子 ど もの権 利条 約 （以 下 「条 約 」）の 実施状況 に関 す

る日本 の第2 回報告書 を審査 し、翌 々 日の1 月 30 日（金）には 、 日本に対 す る27 項 目の勧告 を盛 りこん だ総括 所見 を採 択 した。

幅広い問題が取 り上げられた審査

審査が行なわれたのは、国連人権高等弁務官事務所が置かれてい

るジュネー ブ（スイ ス）の パ レ・ウ イル ソンであ る。

日本からは、筆者がコーディネーターを務める「子どもの権利条

約N G O レポー ト連絡会議」（以下 「連絡会議」）の関係者3 0 数名を含

む総計 13 0 人近くの傍聴者が訪れた。i改府代表団は、関係省庁の課

長・課長補佐を中心とする2 0 名強であ り、全部で 15 0 人以上の 日

本人が委員会に押 しかけたことになる。傍聴席は6 0 人分ほど しか

用意されていないため、会場に入りきれなかった人々は、スピーカー

を通じて隣室に流される音声に耳を傾けながら傍聴する事態となった。

審査時間は、午前（10 時～ 13 時）と午後（15 時～18 時）の2 会合、

計6 時間である。審査の時間配分はおおむね次のとおり。

＊10 時～ 10 時半 ：政府代表団の冒頭発言

＊10 時半～ 1 1時4 5 分 ：委員会による質問（「実施に関する一般的

措置」「子どもの定義」「一般原則」の3 分野）

＊12 時～ 12 時半 ：政府代表団の回答

＊ 12 時半～ 13 時／ 1 5 時～ 1 5 時 2 0 分 ：委員会による質問 （「市民

的権利および自由」「家庭環境および代替的養護」「基礎保健およ

び福祉」「教育、余暇および文化的活動」の4 分野）

＊15 時2 0 分～ 17 時 ：政府代表団の回答

＊17 時～ 17 時 1 5 分 ：委員会による質問（「特別な保護措置」）

＊ 17 時2 0 分～ 1 8 時 ：政事何代表団の発言および匡旧‡」報告者のまとめ

短い時間ではあ ったものの、日本で関心が集まっている主要な問

定頁点はほぼ網羅された委員会の質問もおおむね簡潔明瞭なものであ

り、政 府代 表 団の答 弁 中 にも しば しば追 カロ質 問 がは さま れた こ とか

ら、の らりく らりと した ごま か しは通 用 しに くか ったと も言 え る。

それでも、政府代表団答は幸艮告書・文書回答に書かれていること

や通 りいっペんの公式見解 を繰り返す ことが多く、何人かの委員は

筆者 に個人 的不満 を表 明 していた。政府 報告書およ び文書 回答

（ 2 0 0 4 年 1月提出）の内容もあわせて評価すると、今回も、委員会と

政府代表団との率直かつ建設的な対話が実現できたとは言いがたい。

審 査の しめ くく りにあ た り、 日本の 国別 報告者 を 務め た リー委員

（ 韓国 ） とシ ッタ レラ委 員 （イタ リア） は次の よ うに述べ た。

「 日本は、新 しい法律や政策の策定・ 実施 にあたり、子 どもの意見

の尊重の原則と子どもの最善の利益の原則を念頭 に置きながら、も

つと権利基盤型のアプローチをとるべきです」（リー委員）

「 部門ごとの対応ばかりではな く、子どもの権利 に対 して；総合的な

アプ ローチ をと るこ とが求 め られ てい ます」（シ ッタ レラ委 員）

これらの発言 は、下記で述べるように、今回の総括所見のキーワ

ード、す なわ ち 日本 にお ける効 果 的な

条約実施のためにいまもっとも必要 と

されている要素を端的にまとめたもの

である。所見の勧告を理解・実施 して

いくうえ でも 、 こ うした視 点 を充分 に

踏まえ る ことが求 め られる。

総括所見の特徴と内容

審査を受けて採択された総括所見は、全体と しては、今後の条約

実施に効果的に活用できるものという評価が可能である。

他方、所見の草案を充分に検討する時間がなか ったこともあ って

か、個別の勧告には具体性に欠けるなど不充分なものもあ り、また

審査では取 り上げられたにも関わらず所見に反映されなかった問題

もあった。自由権規約委員会（19 9 8 年 1 1月）、人種差別撤廃委員会
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（ か 国連・子どもの権利委員会、日本に対する

2 回目の総括所見を採択 ／ 1

（ 診東京都 「子どもの権利擁護委員会」廃止方針 に対する問題点 ／5

③目黒区 「子 ども条例」（仮 称）づ くり始 まる ／ 6

④「干葉県子 ども人権条例」（素案）を発表 ／7

①N P O カ リヨ ン子 どもセ ン ター （子 どもの ため の

シェルター運営）設立 ／3

②子 ども のた めの ヘル プ ライ ン ：チ ャイル ドライ ン

ー 「地域別統一フリーダイヤル試行調査」実施 ／4

／8
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（ 2 0 0 1年3 月）、社会権規約委員会（同

8 月）、女性差別撤廃委員会（2 0 0 3 年7

月）など他の人権条約機関の勧告も参照

しつつ、所見および審査の内容を総合

的に踏まえたフォローア ップが必要で

ある。

条約実施全体に関わる今回の所見の特徴としては、主に以下の6 点

を挙げることができる。その多くは連絡会議の主張を緊密に反映させ

たものである（以下 〔 〕内の数字は総括所見のパラグラフ番号）。

（ 1）「権利基盤型アプローチ」の必要性が弓毒調されていること（立

法措置〔1 1〕、総合的政策〔13 〕、広報・研修〔2 0 〕等）

（ 2 ）総合的対応の必要性が多くの課題について指摘されていること

（ 国内法の包括的見直 し〔1 1〕、青少年育成施策大綱の全面的見直 し

〔 13 〕、児童虐待防止のための分野横断的戦略〔3 7（a）〕、障害児関連

のあ らゆる政策の男虐 し〔4 4（a）〕、思春期の子どもの健康のための

包括的政策〔4 6（a）〕、若者の自殺に関する国家的行動計画〔4 8 〕等）

（ 3 ）施策の評価の必要性が指摘されている こと （広報・研修〔2 1

（ C）〕、子どもの意見の尊重・子ども参加〔2 8（c ）〕等）

（ 4 ）全体と して前回の勧告よ りも具体的になっていること

（ 5 ）子どもをは じめ、さまざまな主体との協議・協力の必要性が弓垂

調されている こと（青少年育成施策大綱の見直 し・実施〔1 3 〕、 N

G O との協力〔19 〕、子どもの意見の尊重・子 ども参加〔2 8 〕、児童

虐待〔3 8 〕、障害児〔4 4（a）〕、若者の自殺〔4 8 〕、教育〔5 0 〕等）

（ 6 ）とくに子どもオンブスパーソンの設置に関わ って自治体の前向

きな とり くみ が評価 され た こと〔 14 ・ 1 5 〕

それぞれの特徴についてのも う少 し詳 しい解説 は、筆者の ウェブ

サイ トを参照されたい（文末注参照）。以下、総括所見における勧

告の内容を分野ごとに概観する。

（ 1）実施に関する一般的措置

前回の審査 （19 9 8 年 5 月）のときの勧告が、とくに差別の禁止

および教育の分野で充分にフォローア ップされていないことに懸念

が表明され〔6 〕、前回の勧告にもひきつづき対応 していくことが促

された〔7 〕。

留保および解釈宣言についても、前回と同様 に撤回が勧告されて

いる〔9 〕。法改正の分野では、権利基盤型アプローチを前提とした

「立法の包括的見直し」が求められた〔1 1〕。

調整および総合的政策に関わる勧告は、政府代表団が条約実施の

いわば目玉と して強調 した「青少年育成施策大綱」（2 0 0 3 年 1 2 月）

に焦点を当てたものとな っている。同大綱の策定はいちお う前向き

なとりくみと して評価されたものの〔3（C ）〕、これが条約実施のた

めの包括的行動計画ではないことは正 しく見抜かれ、同大綱の「強

化」が勧告された〔13 〕。そのさい、権利基盤型アプローチに立つ

こと、条約や国連子ども特別総会成果文書 「子どもにふさわ しい世

界」を踏まえることなども求められてお り、実質的には同大綱の全

面的見直 しを促 したものと解釈できる。

独立 した監視機関については、現在構想されている「人権委員会」

（仮称）が国際水準に したが ったものではないことが指摘され、人

権擁護法案の見直 し、子どもに対する配慮の弓垂化などが勧告された

〔14・15 〕。同時に、3 つの 自治体（Jlt西市・川崎市・ 埼玉県）で子

どもオンブズパー ソンが設置されたことに歓迎の意が表され〔14 〕、

他の自治体における設置も促進すること、国 レベルで設置される人

権委員会 との調整を確立すること、充分な資源とアクセスの容易さ

を確 保す る ことも求 め られて いる〔 1 5 〕。

データ収集については、データ収集体制の強化 という標準的な勧

告にカロえ、「子どもを対象としたさまざまな部門のサービスの費用、

アクセス可能性ならびに質および実効性」等に配慮 しながら予算の

評価を行なうことも勧告された〔17 〕。これは保育等の各種サー ビ

スの民営化を背景とした勧告であり、民営化を全否定はしないもの

醍
それが子 どもに及 ぼす影響については政府が責任をもって監
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視・ 対応 しなければならないという委員会の姿勢を反映している。

市民・N G O との協力については、前回か らさらに一歩進んで「制

度的」協力が勧告されているのが目をひくところである。

最後に広報・研修については、「条約、およびとくに子どもが権利の

主体であるということに関する意識啓発キ ャンペーン」、議員・自治体

職員を含むさまざまな職業従事者の研修、広報・研修の影響の評価、カ

リキュラムへの人権教育・子どもの権串」教育の統合が勧告された〔2 り。

（ 2 ）子 どもの定義

子どもの定義に関わっては、女子の最低婚姻年齢（16 歳）を男子

と同じ 18 歳に引上げることのほか、性的同意年齢（13 歳）の引上げ

が勧告されている〔2 3 〕。

（ 3 ）一般原則

差別の禁止の原則（条約第2 条）と関わって、婚外子差別の解消の

ための法改正があらためて勧告 されている〔2 5 〕。他方、マイノリ

ティをはじめとするその他の被差別集団に関する勧告〔2 5 〕は、さ

まざ ま な集 団 をい っ しょ くた に扱 って い る点 、「 と りわけ教 育・ 意

識啓発キ ャンペーン」を通 じた「あらゆる必要な積極的措置」が促

されるのみで具体性を欠いている点など、やや弱い。しかし、反人

種主義・ 差別撤廃世界会議 （2 0 0 1年、南アフリカ・ ダーバン）で

採択された「ダーバン宣言および行動計画」のフォローアップもあ

わせて求められており〔2 6 〕、市民・N G O の側で積極的な解釈および

実施をi改府・行政に働きかけていく余地は充分に残されている。

子どもの意見の尊重の原則（条約第 12 条）についての勧告は、懸

念の表明に留まった前回の所見に比べ、格段に具体的なものとなっ

た。子どもの意見の尊重および参カロの促進 （子どもにこの権利を知

らせることも含む）、おとなに対する意識啓発、子どもの意見の尊

重状況の評価、学校や施設における子ども参加の制度化などが勧告

されている 〔2 8 〕。今回の審査の最大の成果のひとつに位置づける

ことがで きよ う。

（4 ）市民的権利および自由

この分野では、子どもの表現・結社の 自由に関する制限の撤廃

〔3 0 〕、無国籍の完全防止〔3 2 〕、プライバシーの保障〔3 4 〕、体罰

の禁止・l防止および救済措置の強化〔3 6 〕などが勧告された。とく

にプライバシーに関 しては、通信の秘密および所持品検査に言及 し、

また児童福祉施設最低基準の改正も勧告するなど、短くはあるが前

回に比べて具体的なものとなっている。

（5 ）家庭環境および代替的養護

この分野では、児童虐待・ネグレク トヘの対応の充実 〔3 8 〕、養

子縁組の監視の強化〔3 9 〕、親 による子 どもの奪い合 いへの対応

〔4 2 〕などについて勧告が行なわれた。 しか し、施設措置が偏重さ

れていて里親等の人数が足りないこと、施設の環境や職員配置が不

充分であることなどの問題については、審査で取 り上げられたにも

関わらず抜け落ちている。

（6 ）基礎保健および福祉

この分野では、障害児の統合の促進〔4 4 〕、思春期の子どもの健

康に関する包括的な政策の策定〔4 6 〕、若者の自殺についての国家

的行動計画の策定〔4 8 〕などが勧告された。思春期の子どもに関わ

る問 題 lま「非 行 」や「問題 行動 」と して と らえ られ る こ とが多 く、子

どもの 健 康 とい う視点 か らと り くむ ことが求 め られた ことの意義 は

大きい。委員会の一般的意見3 号（H lV ／A ID S ）および4 号（思春期

の健康・発達）を踏まえた対応が必要である。

（7 ）教育、余暇及び文化的活動

この分野では、前回にひきつづき教育制度の「過度に競争的な性質」

が問題とされ、カリキュラムの見直 しが勧告された。他に、外国人学

校卒業生の大学受験資格の問題、いじめなど学校での暴力、東京都に

おける夜間定時制高校の閉鎖問題、マイノリティの子どもに対する母

語教育の保障、歴史教科書問題などが取 り上げられている担9・5 0 〕。

この箇所だけを見ると、その勧告内容は必ず しも充分ではない。

ここで指摘されている多 くの問題については、たとえば社会権規約



委員会のほ うが いっそ う踏み こんだ具体的勧告 を行な っている

（ 2 0 0 1年8 月 、パ ラ5 8 ～ 6 0 ）。前 回 は まが りな りにも触 れ られ て

いた不登校の問題に言及がないのも意外である。歴史教科書問∃題に

ついても、「教科書の審査手続を強化する こと」 という、喜売み方に

注意を要する勧告が行なわれている 〔5 0（e）〕。

必要なのは、依然と して、教育制度・学校制度を子どもの権利の

視点 か ら見 直す こ とで ある 。 しか しこの よ うな理 角牢を定着 さ せ るた

めには、前述 した総括所見全体の基調を踏まえつつ、他の分野で行

なわれている関連の勧告や社会権規約委員会の勧告もあわせて総合

的に所見 を読 み角牢くこ とが求め られ る。

（ 8 ）特別な保護措置

この分野では、第 1 に子どもの性的搾取について多くの懸念が表明

され〔5 1〕、男女の子どもを平等に保護するための法改正、専門家の増

員・研修、「援助交際」等を行なう子どもへの教育、性的同意年齢の引

上げが勧告された。被害を受けた子どもへの保護が不充分であること、

そのような子どもが犯罪者抜いされる場合があることなどは認識され

ているものの〔5 1（b）（c）〕、カロ害者への対応について具体的勧告を行な

わずに「性的サービスの勧誘および提供を行なう者を対象とした防止教

育」〔5 2（d）〕のみ勧告するのはややバランスを欠いていると言えよう。

次に少年司法については、2 0 0 1年 1 1月に改正された少年法の

再改正が実質的に勧告されている〔5 4 〕。しかも、少年に対する無

期懲役の廃止〔5 4（b ）〕や刑事裁判所送致の廃止〔5 4（d ）〕な ど、

改正前の少年法よ りもさらに保護主義を徹底させるよう求め られ

た。「問是頁行 動 を抱 えた 子 ど もが 犯 罪者 と して取 り扱 わ れ ない よ う

にす る こと」〔5 4（f）〕 とい う指摘 も重 要で ある。

他方、いわゆる不法滞在の子どもの入管施設への収容や退去弓金利

につ いて は、審査 では かな り具体 的に取 り上 げ られた にも関わ らず 、

すっぽりと抜け落ちている。これも不可解な点のひとつである。

その他、条約の選択議定書の批准〔5 6 〕、総括所見をは じめとす

る関連文書の普及〔5 7 〕などが勧告されている。次回の報告書の提

出期限は2 0 0 6 年 5 月 2 1 日であり〔5 8 〕、今度 こそ委員会の勧告を

誠実に受けとめて実施 してい くことが必要である。市民社会も、委

員会の勧告について偏 った一面的なとらえ方をするのではなく、権

利基盤型アプローチに立 った理解 にもとづいて政府・ 国会・ 自治

体・地方議会等への働きかけを進めていかなければならない。

＊委員会の総括所見の 日本語訳をは じめとする関連の資料・情報に

つ いて は筆者 の ウェブサ イ ト参照。

h ttp：／／h o m e p a g e 2 ．n ifty．c o m ／C h ild「ig h ts／

子どもの ため の シ ェル タ ー ：カ リヨ ン子 どもの 家

N P O カリヨン亨どもセンター の設立について

弁護士が相談を受けた子どもが、保護者などの受け取 り拒否など

で行き場を失 うよ うな事態に遭遇 し苦慮を してきた。行き場が無い

がために保護処分を受けたりする子 ども達の支援のあり方を、東京

弁護士会の劇 「もがれた翼－ こちらカ リヨン法律事務所」などを通

じて問題提起を し、子どものシェルターの必要性 を訴えてきた。ま

た、児童福祉施設などでの体罰 （虐待）などへ弁護士が救済に動き

出した時の緊急一時保護する場所など、子どもの人権救5斉の実践か

ら子どものシェルターの必要性を痛感 してきた。虐待な どへの緊急

対応については、虐待防止法などによ って児童相談所を中心にその

対応が急がれているが、非行問題等法的支援を要する子 どもの緊急

保護の仕組みについては必ず しも十分でないのが現状であ り、児童

相談 所等 との 連携 を 図 りな が らシ ェル ター と しての 機能 を発 揮 した

いと考 えて いた。

そんな弁護士達の切実なる夢を、家の提供などで後押 しする篤志

家の登場で子どものためのシェルター「カ リヨン子どもの家」が生

まれた 。「カ リヨン子 どもの 家」 の 運 営 にあ た る 「カ リヨン 子 ども

センター」（現在 N P O 申請中＝2 月2 1日設立準備会発足）を設立し、

「 カ リヨン子どもの家」運営のために児童養護施設の職員が退職を

して応 える こと にな り実 現 にこぎ つけた 。

「カ リヨ ン子 どもの 家」 は 、一般 の民 家 を借 りて （シ ェル タ ーで

すか ら外部からわからないように、だか ら所在地は秘密）運営する。

この家に来る子ども達は、「東京弁護士会の子ども1 10 番」で受付、

担当 弁護 士 がカ リヨ ン子 ども セ ンター の弁 護士 と相 談 を してシ ェル

ターの受け入れが決まる。シェルター入所後も担当弁護士が子ども

のア ドボケ イ ト（付添 い人 と して支 援 ） を して シ ェル ター以 降 の 自

立支 援等 や法 的対 応 を してい く仕 組み であ る 。 この よ う に 「カ リヨ

ン子ども家（シェルター）」 は、何らかの法的援助などを必要とす

る子 ど もの 駆 け込 み 寺 と して機 能 を して い く こ とを 目的 と して い

る。もちろん全て年齢の子どもが対象ではあるが、実際に「子ども

井 上 仁 （萩山実務学校職員）

1 1 0 番」にアクセス してきた 1 5 歳以降で社会的問王琶行動などによ

り保護者の援助が期待できない子どもが多 くなるのではないかと考

えて い る。 シ ェル タ ーを足 が か りにそ の後 の 自立支 援 を考え な くて

はな らず非常に難 しい対応が予想される。

我が国の法律 （児童福祉法等）は、 15 歳以降の有職の子どもへ

の支援についてはほとんど制度化されておらず、自立援助ホームな

どが行き場のない子ども達の受け皿 になってきた。カリヨン子ども

の家は、法的な支援を要する子 ども達の受け皿となるわけで、シェ

ルター以降の自立支援の場 として、里親やクリレープホーム、自立支

援ホームなどや児童養護施設などとの連携が必要となってくる（当

≦然児童相談所とも）。

N P O として運営を考えているが、年間運営経費が約 12 0 0 万円を

越えると試算が示されており、夢の実現のために大きなハー ドルが

ある。この運営費を、会費収入や寄付金によりまかなう計画で（現

在受付中）、現在各方面に協力を呼びかけているところである。法

外の施設として運営されるために、行政などか らの補助金はな く、

全て 自主 運営 で ある がた め に、小 さ くと も った 灯 を消さ ない よ うに

現在奮闘中である。制度の隙間に落ちてい く子どもたちの権利を擁

護し、全 ての 子 ども達 の権 利 が擁 護さ れ るよ うにす る ことも 「カ リ

ヨン子どもセンター」の大きな目的のひとつである。子どもの権利

擁護に関わる啓蒙活動や出版などの計画しなが ら、多くの方々の支

援をお 願い し始 め た ばか りで ある 。 シ ェル タ ーの 開設 は 6 月 を予定

し、4 月から改修などの準備に入る予定である。

「 カ リヨン子 ど もセ ンター 」 につ いて の問合 せ先

（パンフレッ トの送付依頼・会員申し込みおよび寄付金等受付先）

〒1 13 －0 0 3 3 文京区本郷5 －19 －6 坪井法律事務所内

「カ リヨン子 ども セ ンター」

T E L 0 3 －3 8 1 8 －7 4 0 0 （カ リヨン子 どもセ ンター専用 電話 ）

FA X O 3－38 18－829 6
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8 子 ど もの 権 利 条 約 の批 准 か ら10年 。 あ らため て子 ど もの権 利 条 約 を読 んで み

ませ んか ？ この コーナ ー で は毎 回条 文 をい くつ か取 り上 げ 、子 どもに 読 んで も

ら う こ と を念 頭 に お い て わ か り や す く解 説 して い き ま す 。 も ち ろ ん 、 お と な の

方 も ど うぞ ／

【 第五条 親の指導の尊重一権利を使えるように助けて欲 しい ！～】

あべち やんの友達に学校 に行 っていない中学生世代の子がいる

よ。その子は普段は家や N G O なんかの活動を通 してたくさんの こと

を学んでいるんだけど、学校に行かないことを選んだの は、小学校

には い ったば か りの ときの こ となん だ って 。あ る 日、親 が その 子 に

「 学 校 ど う ？」 ってた ず ねた ん だ 。す る と 、そ の子 は 「お うち に い

ると大 き な象 さん だけ ど 、学校 に い くとち っち やなあ りさ ん にな っ

ちゃう」 って答えた。それを聞いて、親 は「無理 して学校にいかな

くて いいよ」 って返 した んだ って 。

学校に行 くのがいいとか悪いとか、不登校がすばらしいとか、そ

うい う ことを 言 うつも りはない 。 こ こで貢 いた いの は 、子 ど もの こ

とを一番に考えて 「学校にいかなくてもいいよ」と返 した親が素敵

だな あつて こと。

第5 条では、親などから子どもへの指示・ 指導をどうすればいい

のかについて定めているよ。指示・指導っていうとなんだか「怒 ら

れち や うのか な ？」 って感 じた り しな い ？で も大 丈夫 。 これ は、 み

んなが権利を使えるように、親や親代わりの人、施設の人や里親な

んか が、教 えて くれる し教 えなき やい けな いよ って こと。

子 ど もだ か ら「で きな い」「や っち ゃだ め」 な ん じやな くて 、子

どもだか らできないことは親に助けてもらいたいよね。子どもの力

つて 日々 変わ る。 今 日の失 敗 を明 日 に生か す こ とがで きる か も しれ

ない し、明日は無理でも 1年後 には変われるかもしれない。変わる

かも しれない可能性を忘れないで、親は子どもが自分の権利を行使

でき る よ うに助 ける こと がで きる し、 助 けな き やい けな い。 しか も

子どもたちにあった方法でなきやいけないか ら、体罰はだめだね。

でも、薫別こだ って 「ど うや った らい いの ？」 って 困 つち ゃ う人も い

るだ ろ うか ら、国 がそ れを サポー トしなき やい けない 。

親の指示・ 指導が大事にされる って ことは、学校に行っている子

の場合は、学校生活でも親の意見が大事にされる って こと。日本で

もそのための制度が始まったばか りだよ。「学校評議員制度」 って

いうんだ け どみん なの 学校 にもあ るか な ？み んな の こと を考 えて く

れる親の声が学校に反映されて、学校がもっとも っと楽 しくなると

いいね。

【第六条 生命への権利、生存・発達の確保】

いち、に、さん。み っつ数えるわずかな時間。けれど、 この3 秒

間に5 才未満の子 ども 1人が、世界の どこかで短い生命の幕を閉 じ

蔓彗

安 部 芳 絵 （子どもの参加ファシ リチーター）

ている こと、先】つてた ？

あなたが記事を読んでいる問にも、死にゆく子どもがいた り、苦

しさやつらさの中をなんとか生きぬいている子どもがいる。親も生

まれて くる国 も選べ な いの に 、時 と して子 ども には つ らい現 実が 待

つている。このような現実から、6 条では、すべての子どもに生存

し発 達 す る権 利 が あ る こ と を国 は 認 めな き やい け な い と定 め て い

る。 しか も国 は、子 どもた ちが よ い状態 で生 きて い ける よ うに努 力

しない とい けない 。

生 命へ の権利 とい うと、それ は 日本 の子 ども には関係 ない で しょ、

と思わ れ がちだ ね 。ア フ リカや ラ テン アメ リカの 栄養 不良 の幼 い子

どもた ちの顔 が 思 い浮 かん で来 た りする か も しれ な い。 これ に対 し

て国連・子どもの権利委員会では、日本の子どもたちが、競争の激

しい教 育制 度の た めに 「過度 の ス トレス」 にさ らされ てい る こと を

心配 して いるん だ 。つ ま り、 ここで 定め られ て いる 「発達 」 とい う

もの には、休ももちろんだけど、心や考え方、社会的なこと、文化

的なことなども含む広い意味なんだね。そ う考えると、6 条は子ど

もの権利条約のすべての条文に関係 していくことがわかる。

例えば、栄養不良をなくす、というようなからだの発達に関係す

ることに加えて、障害のある子どもをどう助ければいいのか、どん

な教育がその子に一番あっているか、児童労働から子 どもを保護す

るにはどうすればいいのかなど、全て根 っこの部分には「子どもが

どう生 き るか」 って ことが 関係 して くる ことが わか る。 も うち ょっ

と説明 しよう。 2 3 条 は障害のある子 どもについての条文だけど、

その条文をつかってい くときには、障害のある子どもが「一番よい

状態で生きていくには」 どんな助けがいるのか、つてのを忘れちゃ

いけな い って こ と。

実は、子どもの権利条約には 「一般原則」というのがある。「一

般原則」というのは、ひとつの条文なのだけど、条約の他の条文す

べてにつながっているから、条約をつかっていくときにいつも頭の

中にいれておかなきやいけない大事なことなんだ。その「一般原則」

は全部で4 つで、6 条の他には2 条 （差別の禁止）や 3 条 （子どもの

最善の 利益 ）、そ して も うち ょっ と した ら学 ぶ 1 2 条 （子 どもの 意見

の尊重）のことだよ。

いち、に、さん。たったの3 秒の間に、12 人の子どもたちがこの

世界のどこかで産声をあげたよ。あなたはこれから、どう生きてい

きます か ？

子とものた助のヘルつライン ：チャイル ドライン

「地域別統一フ リーダイヤル試行調査」を終えて

～子どもたちの声 ：総アクセス数 57，67 6件 完了呼数 6，10 2件～

斎 藤 京 子 （N P O 法人チャイル ドライン支援センター）

子 どもの ため のヘル プラ イン 「チ ャイ ル ドラ イ ン」 は、欧 米 をは

じめ、東欧、アジアなどおよそ 5 0 カ国で実施されている。日本で

は、 1 9 9 9 年 1月 に チ ャイル ドライ ン支 援 セ ンタ ーが 発足 し、全 国

への普及、設立運営支援を始めた。現在では全国3 1都道府県5 3 団

［ざチャイ ル ドラ インが 、地 域 に密 着 しな が ら活動 して い る。 開設

子どもの権利条約 第 72 号・ 2 004 年 2 月20 日号

日や開設時問が増えていく中で、子どもたちへの認知度も次第に高

まっており、年間 3 万件を超える子どもたちの声を受けとめ られる

状態 とな った 。昨 年 この よ うな動 き に伴い 、 チ ャイ ル ドライ ンで は

地域別にネ ットワークを組む ことで、未開設の地域へ働きかけ、開

設の気運を創生する機会となるよ う、また地域での他機関との連携



や企業 との 協働 をよ りす すめ る契 機 とな るよ う、 初め ての 試 み と し

て、「統一フリーダイヤル試行調査」を実施 した。

これは、日常全国各地のチャイル ドラインが、それぞれ個別の電

話番弓 に よ って実 施 して いる と ころ を 、5 月 の 「子 ど もの 日 チ ャイ

ルドラ イ ン 全 国 キ ャ ン ペ ー ン」 と 同 様 に 、 統 一 フ リー ダ イ ヤ ル

（ 0 1 2 0 －7 －2 6 2 6 6 ）を使用 して実施 したものである。全国か ら

4 地域 （1都 2 府 10 県）が参加 し、それぞれ 12 月 1週間、 1月 2 週

間（2 ケ所）、2 月 1週間と、計4 週間（電話回線数 4 7 回線）にわた

って試行された。結果は子どもの 日と同様 に多数のアクセス （総発

坪数5 7 ，6 7 6 件、完了坪数6 ，10 2 件）があり、どの地域でも終日電

話の鳴り止まない状態が続いた。

年書旨別件数

※「その他」 は、チャイル ドラインでは年齢 や名前 を聞かないので不明の場合。

また、無言や一言 の場合 。

電話内幸

＜ 4 地域か らの報告 ＞

「九州沖縄キャンペーン」では、九州沖縄全8 県 に働きかけ、そ

のうち 7 県の教育委員会からの承諾を受け、カー ド配布数4 8 万5 千

枚が子どもたちの手にわたり、沖縄県からは6 9 1件のアクセスがあ

つた。

1 月は近畿棄5毎地区と東京地区が一部並行する日程で実施された

が、「チ ャイル ドライ ンあ いち」 では 、 ユー ス によ る 合宿 体制 で の

参加で、連続5 1 時間受付を可能にし7こ。近畿地区では各団体が連

動し 1日 1団体が担当 したことで、将来的には 1週間連続受付をめざ

してい る。

東京地区でも、ほぼ都内全域の教育委員会が後援を承諾 したこと

で、 7 5 万枚のカー ドが小・中学校 に配布 された。 このように教育

委員会からの協力を得ることは、大人への認究］度が高まり三理解され

るこ とにな り、子 ども たち も安 心 して かけ られ る状 況が で き、よ り

多くの子 ど もたちの 支え に結 びつ くこ とと期待 でき る。

最後に行なわれた中国地区では他機関からの協力もあ り、例えば、

募金箱設置、ポスター・掲示、等、またN H K ラジオでは中国管内に1

週間毎日「フリータイ ヤルのお知らせ」の放送がながれた。

このような 「経済の基盤」 や「文化圏」を軸に連携をとることで、

マス コミ、地域 のネ ッ トワー クを活 か した取 り組 みの影 響 は大 き く、

チャイ ル ドラ インの 広 が りを促 が し、社 会 に取 り残 され た子 ども た

ちに も届 くき っか け とな った こと を期 待す る 。 同時 に 、5 万 7 干件

のアクセス数を、私たちは重 く受けとめる必要があるのではないか。

この他、チャイル ドラインでは現在、受け手、支え手の体制強化

のため、全国7 箇所において、各地域協力のもと、「合同研修」を開

催している。また、昨年施行された『次世代育成支援対策推進法』

を視野に入れ、子どもたちの声を受け止めるだけに留まらず、それ

を社会に還元 し、様々な面から支援できる力となれるよう、企業と

のコ ラボ レー シ ョンに取 り組 ん でい る。 今後 課題 は多 く残 され てい

るが、この子どもたちからのアクセス数に対応できるだけの、体制

作りの 努 力 を継 続 して い くとと も に、 も っと 子 ども たち の身 近 に、

耳を傾けられる大人の存在が増えていくことを願 っている。

2 0 0 4 年 【子 どもの 日チ ャイル ドライ ン】キ ャンペ ーン

フ リー ダイ ヤル 0 1 2 0 －7 －2 6 2 6 6

全国5 0 団体参カロ予定

東京都「子どもの権利擁護委員会」

廃止方針に対する問題点

東京都は、2 0 0 4 年度よ り、5 年間続けてきた 「子どもの権利擁

護委員会」の廃止に踏み切ろうとしている。この権利擁護委員会は、

子どもへの虐待やいじめの深刻化 にともない、東京都児童福祉審議

会が、従来の制度では救えない子 ども達のために第三者の相談・救

済制度の必要性を提言 し、5 年前よ り発足 した貴重な救済制度であ

つた。すでに、同時期に始まった神奈川県の子どもの人権審査委員

会、一昨年度よ り設置された埼玉県子 どもの権利擁護委員会制度と

並んで、子どもの権利救済の新 しい仕組み＝子どもオンブスパーソ

ン制度として、全国に影響を与えてきたものである。

今回、この制度の廃止と児童福祉審議会への機能【吸収問題につい

て、「子どもの権利条例東京市民フォーラム」は、子どもの権利実現

にとって」きわめて憂慮すべき事態とぅ深刻に受け止め、 2 月 1 7 日の

廃止見直 し、権利擁護委員会の存続の養成を都議会各会派に行 った。

東京都の権利擁護政策の転換は、全国のい じめ、虐待防止な どに

かかわる権利擁護自治体施策のあり方に大きな影響を与えることは

まちがいない。

喜 多 明 人 （早稲田大学）

子 どもの 権利 条例 東京 市民 フ ォー ラム が問 是白点 と して掲 げて いる

点は、以 下の とお りであ る

抜粋 文

なぜ、わ た したちは、権利擁護 委員会の廃止 に反対 するか

この制度 改変によって、以下の ような問題点が指摘 できます。

1 子 どもの権利擁護委員会 の廃止にともな う基本 的問題

（ D 第三者的機能の稟失

子どもの権利 擁護会議の廃止 に伴 い、子どもの権利擁護 委員会 も廃止 （設置要

項廃止） され、第三者的な救済機 関の機能が失われる ことです。たとえば、学校

内のい じめ 、体罰など当事者 、利 害関係者同士では、子 どもが相談 しに くく、ま

た事実が明 らかにされに くく、結果 的には解決 しにくかった問是副こついて、電話

相談で相談 を受理 し、教育委員会 に解決をお願いす るなど して子どもの学校 に関

わる問題 について第三者的な 「相 談・調整」や 「調査・ 救済」などの機能をも っ

て解決 にあ たってきた子 どもの権 利擁護委員会、 これ を支 えてきた東京都や弁護

士会な どの 地道な努力を無 にして しま うことです 。私 立学校内でお こるい じめ等

の問題 については、子 どもの権 利擁護委員会以外の機 関では救5斉が困難であるの

が実情です 。

②子どもへの約束の放棄

子 ど もの 権 利条 約 第 72 号・ 2 004 年 2 月2 0 日号

∠］

年　 齢 男 女 不　 明 合　 計

就 学 前 6 6 3 1 5

小 学 生 5 0 0 1 1 7 6 9 0 1 7 6 6

中 学 生 3 3 7 3 4 4 1 4 6 9 5

高 校 生 1 4 4 7 0 1 2 1 5

そ の 他 3 3 8 5 1 9 2 5 5 4 3 4 1 1

合　 計 1 3 2 5 2 1 1 5 2 6 6 2 6 1 0 2

内容 学校関係 家族関係 自分自身
性 に
ついて

話し相手

・雑談
その他 合　 計

件数 16 7 8 2 6 8 5 4 5 2 9 6 39 7 2 9 18 6 10 2



これ まで 5 年 間毎 年子 ども たち に学校 を通 じてカー ドを配 り、「悲 しいと き

つらいとき 怒 っている とき そんな とき には 電話を くだ さい 」と約束 した

子どもの権 利擁護委鼻会 がなくなつて しま うというのは、子 どもたちへの約束 を

東京都 自身が破 つて しま うことにな つて しまうことです。

現在の子どもの権利擁護委員会への電話相談は、決して単なる電話相談ではな

くその背後に子どもの権利擁 護委員会が存在 し、苦 しんでい る子 ども達を救済 し

てくれるとい う期待をもて ることが大事なの です。ですか ら、今回の措置 は、こ

のカー ドを大事に持 って 、何 かあった ら電話 をかければ専門員 が助けて くれる と

思つてきた子どもたちの 思いを裏切る結果 にな って しま うことです

2 児童福祉審議会の 下吾別幾開化 にともなう基本的問題

①実質的「権利擁護」機能の喪失

今回権利擁護委員会の機能が吸収される児童福祉審議会は、法令上は、知事の

諮問に答え、または意見 具申する行i改審議会 であ り、児童福祉 審議会が動 く場 合

は、現実に知事か ら諮 問があるとき と、児童 相談所か ら審議会 へ意見が求め られ

た時に限 られてい ます 。 したが って、子 どもや保護者、都民 か らの申立て を受 け

とめるルー トを失い 、一般 的に子ども や都 民の苦情に基い て行 政権の不当な介 入

に対する勧告や意見表明 を行 うよ うな附属機 関と してもち うる機能は果たせ な く

なります。子 どもか らの 相談を直接の契機 と して児童福祉審議会 が意見具 申をす

るこ とは きわめて 困難 にな ります 。その意 味では 、実質的な意 味で 「権 利擁護」

機能が失われる とい って過言ではあ りませ ん。

神奈川県の場合 は、そ のような基本 問題 を十分に配慮 して、子どもの相談・ 救

〓
■

■

●

■ ● ■ 覧慧

済にあた ってい る 「子どもの人権 審査委員会」の独立 性を考慮 し、児童福 祉審議

会との密接な 関係 を維持 しつ つ、直接的に児童福祉審 議会の下部機関 に しません

でした。今回の措 置は、権利擁護 を完全 に児童福祉審 議会のも とに置 くことにほ

かな らず 、「権 利擁護」 の本来の あ り方 に対 する理解 が得 られ ていない と考 え ら

れます。

②タテ割 り行政 による権利救 済の困難性の再現

児童 福祉審 議会 は、児童福 祉法 8 条 1項 で、その 所轄 を 「福祉 に関す る事項」

と規定されて います。福祉行政 内部での相談・救5斉業務 はそれな りに行 うことが

可能です が、所轄外 の公的機 関な どの権 利侵害 には制度的 に対応でき なくな り、

これまで子 どもの 権利擁護委員会 が開拓 してきた手法 や積 み上げてきた相談・救

済の実績がすべ て失われる恐 れがあ ります。

た とえ ば、今 回、「困難事例の 対応方針」 の決定が児童 福祉審議 会サイ ドに一

元化される ことで、このよ うなタテ割 り行政の壁 によ り、これまで東京の子 ども

たちか ら多 く相談 のあ った学校 内のい じめや体罰、虐待 などの権利侵害 問是引こつ

いて、教育委 員会 所轄ゆえ に対 応することが極め て困難 にな つて しまい ます。

以上の ような 問題が生 じ、実質 的に権利侵害 に苦 しむ子どもに寄 り添い 、救済

への道が閉 ざされることに対 して、わた したちは関係者 と して深 く憂慮 して おり

ます、い じめ や虐 待に苦 しむ東京 の子どもたちのた めに、せ っか く道を開いた第

三者救済機関への 歩みを止め ることなく、その存続 と発 展のために今回の措置 を

改めて見直 して いただ くよ う切 に求めます。

回区民 協 働 をふ まえて 回

目黒区 「子 ども条例」（仮称）づ くり始 まる

久保 田 邦 子 （特定非営利活動法人めぐろチャイル ドライン事務局長）

暮子どもの条例を考える区民会議の設置

2 0 0 4（平成 16 ）年 1月 1 1 日 目黒区「子どもの条例を考える区

民会議」（以下 区民会議）が始まりま した。区民会議に対する諮問

内容は、【目黒区の未来を担 う子どもたちがいきいきと元気の過ごせ

るまちの実現に資するため、『児童の権利に関する条約』の趣旨を

踏まえた「子どもの権利の保障」を基本に、「目黒区子ども条例（仮

称）の基本的な考え方及 び条例 に盛 り込むべき内容について」貴会

の意見を求めます］というものです。

区では、昨年6 月か ら健康福祉部子育て支援課 を中心 に庁内調整

が進められ、目黒区子ども条例（仮称）の「基本的な考え方」（目黒区

ホームページ参照）がまとめ られ、条例づくりの進め方として、「条

例の制定は区民の総意によるもの とし、区民との協働の精神を可能

な限 り踏 まえた もの となる よ う配 慮 する」 よ ううたわ れて いま す。

1 1日に立ち上がった区民会議のメンバーは、学識4 名（喜多さん

はじめ学者3 名と弁護士 1名）、関係団体等8 名（人権擁護委員・主任

児童委員・住区青少年部連絡会・青少年委員・ 小中P 連・私立幼稚

園協 会・ 子 ども に係 わ る 地 域 活 動 団体 と して チ ャ イル ドラ イ ン ）、

公募区民7 名 （一般区民5 名・高校生世代2 名）、学校関係3 名 （区

立小中学校長会・私立学校協会）の総勢2 2 名か ら構成されていま

す。世代は高校生から高齢と見受 けられる方まで幅広く、女性 13

名・男性9 名の構成です。その中にはチ ャイル ドライン関係者も相

当見 られ ます 。

1月 1 1日の第 1 回の区民会議委員では、会議の開催予定について

話し合われ、答申までに十分詰められるのかどうか、予算を伴わな

い会議の可能性についても言及されま した。第2 回（2 月 7 日）区民会

議では、活動計画や条例検討ワーキンググループ・ 子ども委員会の

設置案等が検討され、おおむね了承されま した。子 ども委員会は、

［ざ
生2 人と大人のサポーター2 人（久保田含む）が担当 し、3 月2 7

子どもの権利条約 第 72 号・ 2 004 年 2 月20 日号

日、第 1 回子ども目委員会立ち上げから半年間に渡 って活動 してく

れるこども委員募集の検討 に入 っています。

この条 例作 りが、 区民 との 協働 を テーマ に始 ま った こと には理 由が

あります 。

■全国にも珍 しい “区民との協働 フォーラム’’の進行

目黒 区 で は今 、「協 働 の し くみ づ く りを 考 える 区 民 フ ォー ラ ム」

が活発な活動 を進めています。これは、「目黒の協働を進めるため

にはどうすればいいか、どんな仕組みがあればいいのか」とい うこ

とで、今まで「行政が案を作って区民に意見を聞 くという従来型の

方法ではな く、区が検討する前に区民の立場から検討することが必

要」という区の意向を受け、公募で集ま った区民が 14 年 5 月から

5 0 回に及ぶ区民フォーラム開催準備を進め、昨年9 月に正式発足し、

区長 と 「パー トナー シ ップ協定 」 を結 び ま した 。

活動 は、今年9 月下旬の「提言作成」 を目指 し、全7 固の全体会

議（現在3 固まで終了）、月2 国の分科会（区民と行政の新 しい役割 ・

育成連携・ 自立化支援・住民参加・情報共有）・事務局会議・広報委

員会、毎週の運営委員会が、拠点となるフォーラム事務室等でほぼ

連日会議を行 っています。

区民の参画の場である諮問委異会も、従来は委員の人数が限 られ

ていたり、進行役の学識経験者や、行政の事務局の誘導にいつの間

にか従 ってしまったり、公募区民はその専門性に圧倒されてあまり

意見が言えなかったり、課題や問題が取 りざたされていました。

今回の区民会議では、「区民の立場か ら検討することが必要」な

わけですか ら、「区民」を「子ども」に置き換え、子 どもの ことは

子ども に聞 くこ とを大 切 に し、区 民会 議メ ンバ ー と しての 高校 生の

参加・子ども委員会の設置を始め、ワーキンググループもその活動

の中で、子どもか らの意見を集めることに重点を置いて活動 してい

くこと にな る と思 ってい ます 。 これ は 目黒 区 と して は画 期的 な こと



ですので、皆さんからも注目いただけるもの となるよう頑張 ってい

きた いと思 ってい ます 。

（ 詳 しくは目黒区ホー ムページh ttp ：／／W W W ．C ity ．m e g u ro ．to kyo ．jp ／

k o so d a te／in d e x．h tm を参照）

「 千葉県子 ども人権条例」（素案）を発表

米田 修 （「干葉県子ども人権条例」を実現する会事務局長）

1 ．本条例素案ができるまで

当会は、2 0 0 0 年6 月、干葉県内で長年、子どもに関する活動を

行っている市民や団体に呼びかけ準備会をつ くり、 6 カ月の準備会

の中で、県内の子 どもたちの問題状況について様々な話 し合いを重

ねた結果、干葉の子どもの人権擁護ためには、「子どもの権利条約」

の理 念 に基 づ く県 条例 が ど う して も必 要で あ ると い うこ とにな りま

した。

この実現に向けて、2 0 0 0 年 12 月の 「児童養護施設の恩寵園々

長の新田目氏」と「山梨学院大学教授の荒牧氏」の記念講演を兼ね

た設立総会から本格的な活動を始めま した。この後、更 に県内の各

団体に呼びかけたところ、現在まで 5 2 の団体が賛同を表明 していま

す。多 くの人たちが当会の取 り組みに賛同を表明 したのは、大人た

ちが守 り育 て よ うと して いる 干葉 の子 ど もた ちの 多 くが、 い ま傷つ

いて苦 しんでいて S O S を発 していること、子育てや教育や福祉の今

のあり方のままでは子どもの将来に大きな不安があることなどの危

機感 を持 ち、 当会の 活動 に共感 して も らった ことにあ りま す。

改めて、干葉の子どもたちの現状を知るために、 1年目の2 0 0 1

年度には毎月学習会（計8 回）を開き、県内の子 どもがどんな事で苦

しんでいるのか、どんな事で悩 んでいるのか、子ども、親、専門家

（ 児童相談所職員等）などを招いて学びました。また、子どもたちへ

の街頭 イ ンタ ビ ュー や アンケ ー トを行 った り、干 葉市 に おい て 「子

ども集会」も開き、子 どもたちと意見交換を行いました。 2 年 目の

2 0 0 2 年度には、子どもも大人もー緒にな った県民集会 を県内4 ケ

所（干葉市、柏市、船橋市、茂原市）で開催 し、広く県民の声を聞き

ました。3 年目の2 0 0 3 年度 には、児童相談所・県警察本部・県児

童家庭課・県教育委員会・県弁護士会等の子ども関係団体 との交流

を通 じて子 どもの人権 について意見交換を行いま した。同時に、

「 子どもの人権意識についてのアンケー ト調査」を行い（5 6 7 通の回

答）、子どもたちの人権状況・意識を聞きました。

これ らと並 行 しなが ら、1月か らは 「子 どもの 人権 条例 素案 づ く り

作業部会」を立ち上げ、「非行」「不登校」「障害児」「児童養護施設」

「 学校教育」「部落差別」「子どもの社会参加」などのテーマにより、

毎月勉強会を開き、条例素案を検討 し、 1年をかけて作 ってきま し

た。参加者は子 ども、親、教員、児童福祉 ワーカー、弁護士、学生

などで した。

2 ．条例素案の内容

本条例素案は、前文（子どもたちか ら社会へのメッセージ）、第 1

章（条例の趣旨）、第2 章（子どもの人権の内容）、第3 章（オンブズパ

ーソン制度）の4 部構成になっています。

特徴的なことは、前文において「私たちは帯己福されて生まれたい」

「私たちはありのままで愛されたい」「私たちは温かい ご飯を食べ、

温かい布団で しっか り守 られなが ら眠 りたい」「私たち子どもを一

人の人間と して大事にしてほ しい」など 1 8 項目のすべてが、「子 ど

もたちの心からの叫び」をまとめたもにな っているところです。作

業部会において何度も話 し合いながら作ったものであ り、決 して大

人からは出てこない彼 らの生の声です。

第 1章（条例の趣旨）においては、なぜ、この条例を作る必要があ

るのかをまとめています。国連子どもの権利委員会の勧告を踏まえ、

子どもの人権擁護 における千葉県の果たすべき責任の所在を明らか

にした こと。

また、県内の子どもの人権状況を説明 し、「干葉の子どもが希望

を持 って 自分 ら しく生き てい ける ため に必 要 な社会 の しくみ 」 と し

て、「子どもの人権の基準を明らかにし」、社会がその基準を制度化

し、約束 ごととして守ること。子どもの人権擁護のために実効性の

あるシ ステ ム と して の 「オ ンブ ズパー ソ ン制度 」 を作 る こと。子 ど

もの 人権 に 関す る社 会の セー フ テ ィー ネ ッ トと しての制 度化 を 図る

こと。等を挙げて、条例の趣旨をまとめています。

第2 章（子どもの人権の内容）においては、差別、知る権利、虐待、

親の保護を受けられない子ども、障害のある子ども、不登校の子ど

も、学校生活における子ども、子どもの社会参カロ権、非行を犯した

子ども、等の具体的な 9 項目を挙げて、個別状況における子どもの

人権規定をまとめています。これ らの規定は、本条例素案の大きな

特徴です。つま り、当会に参加 している人たちが、これまでの子ど

もの個別の人権擁護の具体的な取 り組みの中で、必要だと感 じてい

た人権基準をまとめたものだか らです。

第3 章 （オンブズパーソン制度）においては、子どもの権利侵害

の救済のための具体的な制度と して、『千葉県は、子どもの人権問

題に総合的に対応 し、子 どもの人権擁護を推進するために、子ども

の人権オンブズパーソンをもって構成する「干葉県子どもの人権擁

護推進センター」を設置する』と定め、その役割を「同センターは、

子どもの人権問題を監視するために、相談、支援、調査、調整、勧

告、意見表明、要請、公表 によ り、人権侵害の救済・防止 を行い、

また子どもの人権擁護推進のための啓発・提言活動を行 う矢口事の付

属機関で ある」 と してい ます。

3 ．ま とめ

以上、本条例素案ができるまでの経緯と、内容について若干の説

明を行いました。このように丸 3 年もの時間をかけて、私たち市民

自身が「子どもの人権問題」についての考え・意見を「干葉県子ど

も人権条例 （素案）」と してまとめたことが、干葉県における社会

的な運動とな り、意義深い経過であ り重い結果であると考えます。

今後、当会のH P で条例素案の全文を公開 し、県内各地でミニ集

会等を開き、広 く県民からの意見を聞き、更に、子どもに関係する

諸団体 ともこれまで以上 に意見交換を行い、その意見を素案に反映

させたいと思います。今年度内には最終案をまとめ、その後具体的

な条例化に向けて、県当局や議会へ更に働きかけを強めて行く予定

です。

当会ホームページはhttp：／／W W W 5 d．b ig 10 b e．n e．jp／‾k－Z in ke n／です。

子ど もの権 利 条 約 第7 2号 ・ 2004 年 2 月20 日号

』
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欝榊金榊桝柵 ［子 どもの 権 利 条 約 入 門 セ ミナ ー 2 0 0 3 ］のお知らせ ＊＊榊紳榊榊＊重
量5 月より始まった「子 どもの権利条約入門セミナー」。第 1 1回 ： ジュネーブで行われた審査を傍聴したおふた りか ら、最新の情 董

を以 下の とお りに開催 しま す ／ ； 報を伝 えて いただ き ます。 董

少人数でアッ トホームな雰囲気の中で、子どもの権利条約につ ： 時間 ：18 ：3 0 －2 0 ：3 0 （受付開始 18 ：0 0 ） 葺
：会 場 ：子どもの権利条約ネ ッ トワー ク事務所（みなとN P O ハウス4 階） 喜
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いて、また条約を生かす取 り組みについてを、わかりやす く学ん

でいきま す。奮 って ご参カロくだ さい ／

D 第 1 1回 2 0 0 4 年3 月4 日（木）

条約批准 10 周年記念シンポジウム

「子どもの権利条約はどこまで進展 したか ～第 2 回日本政府

報告等査をうけて～」

荒牧 重人 さん（山梨学院大学教授）／平野 裕二 さん（A R C代表）
尊l
菩2 0 0 4 年 1月2 8 日に子どもの権利委員会による日本政府報告審 ；
尊重 が行わ れま した。 ；

地下鉄 日比谷線・大王工戸線 「六本木」駅徒歩2 分 （旧三河

台中学校・俳優座裏）

定員2 0 名 ＊資料・会場の準備があるので事前申込をお願いします。

お申 し込み・お問い合わせ ：子どもの権利条約ネ ットワーク

〒10 6 －0 0 3 2 海区六本木4 －7 －1 4 みなとN P O ハウス4 F

O 3 －3 7 4 6 －0 7 4 4 （火・金 12 ：0 0 －17 ：0 0 ）

併
骨
併
館
尊
尊
書
鎗
舘
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併
奇
骨
書
館

骨
E －m a il n c「C ＠ a b e a m ．o c n ，n e・jp 喜

肯
※留守 の ときは、 留守 電・ F A X ・ メール を ご利 用 くださ い。 骨

鼻一【ユ ‘一 ‥ ■′ 一、〉 ▼、ノ ‘－ 〉 ’‾ ‾ ‾ ■‘‥ 一 、’‾ ‾ ▼ 〉 舘
榊＊＊紳 ＊＊＊＊＊＊傘傘＊串＊＊＊＊＊串串＊＊＊ 串＊金串串＊傘＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊串串＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊串＊串＊＊＊＊串＊串＊＊串＊＊歩＊＊＊＊＊＊串＊＊串＊＊＊＊＊＊串串＊傘＊串歩＊＊＊＊＊＊＊傘＊＊＊＊＊＊＊＊串串＊＊銀

／
［ P 紗 抄牙 ⊂＝コ参 ⊂＝コ 国包㊥㊥4 ］

こ の講 座 で は 、 子 ど もの 権 利 の 視 点 に 基 づ い た子 ど も参 加 を支 え る フ ァ シ リテ ー タ ー を 養 成 す る こ と を 目 的 と して い ま す 。

講座 内容 は、参加 者が これ か らの活動 に活 かせ るよ う、参加の現 場 での実践 を踏 ま えた 「理 論」「ワーク ショ ップ」「子 どもをま じえての

実践」 の 3 つ で構 成 されてい ます。

地域・ N P O ・学 校・ 自治体 関係者 な ど子 どもに関係 するあ らゆるお となの参加 を歓 迎 します ／

一日時】 ※各 回の詳細は、子 どもの権利条約ネ ッ トワー クホームペー ジを

ご参照下 さい。

第1 回 3 月 4 日（木）

第2 回 13 日（土）

第3 回 4 月 1 0 日（土）

第4・5 回 17 日（土）

第6・7 回 2 4 日（土）

第8 回 5 月 5 日（水・祝 日）

第9・1 0 回 8 日（土）

1 8 ：3 0 －2 0 ：0 0 講義 I
l O ：3 0 － 1 2 ：3 0 ワー ク シ ョッ プ I

l O ：3 0 － 12 ：3 0 講 義 Ⅱ

1 0 ：3 0 － 12 ：3 0 ／14 ：0 0 －1 6 ：3 0

1 0：3 0－16 ：0 0
1 3：0 0－17：00

1 0：3 0－16：00

講義 Ⅲ・Ⅳ

ワー ク シ ョ ップ Ⅱ・ Ⅲ

実践
ワー ク シ ョ ップ Ⅳ・ V

【 会場】みなとN P O ハウス・会議室

地下鉄 日比谷・大江戸線 「六本木」駅徒歩2 分

旧三河台中学校／俳優座裏

【 定員】2 5 名（先着受付）

【 対象】全 1 0 回参加できるおとな （ファシリテ一夕ーとして十分な力 を

つけていただ くために、全 1 0 国の参カロをお願い致 します。）

【 受講料】おとな一般 1 2 ．0 0 0 円 （1 0 回分・資料代含む）

おとな会員 1 0 ，0 0 0 円 （同）

※ どう しても参加 したい ！学生・子ども世代の方はご相談下さい。

【 申込方法】振込 をも って申 し込みとさせていただきます。

※郵便振替口座 ※ 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

「子どもの権利条約ネ ッ トワーク」

なお事前振込後、C R C ネッ ト事務局まで確認の連結を して ください。

【 主催・連絡先】子 どもの権利条約ネ ッ トワーク （C R C ネ ッ ト）

〒10 6 －0 0 3 2 東京都港区六本木4 －7 －1 4 みなとN P O ハウス4 F

T E L ＆F A X ：0 3 －3 7 4 6 －0 7 4 4 （事務所開所日 ：火・金 12 ：0 0 ～ 1 7 ：0 0 ）

E －M a il ：n c rc ＠ a b e a m ．o c n ．∩巳 jp URL：httpノ／WWW6．ocn．ne．jp′nc「C／

繋留守の時は留守電・F A X ・メールをご利用 ください。

【 後援 】潜区 （申請中）

給合的研究誌「子 ど も の 権 利 研 究 」

子どもの権利総合研究所編 （日本評論社・販売協力）定価 2 0 0 0 円

■ユニセフ ：子 ども が市民 になるとき－ － 「子ども に優 しい都 市」イニ シアチブ

■韓国 ：富川市の子 どもの権 利条例づ くり

■日本 ：連携・協働 によるまちづ くり シンポジウム （埼玉 県 市川市 小杉 町）

居場所と参加 （鶴 ヶ島 市 杉 並区 滋賀 県）行動計画・ 組織 （川崎市 西東京 市 福 岡市）

広報・ 普及と教育・学習 （大阪府 川 崎市 多治 見市）オン ブスパー ソン （神奈川 県 川西市 埼 玉県）

児童虐待防止ネ ッ トワーク（摂津市 沼津市 三 鷹市）子 ども条例づ くり（高知県 相模原 市 多治見市 ）

子ども条例づ くり （高知 県 相模原市 多治見市）

l 論説 ○子 どもの権利 を捉え直す こと

■自由研究 ○憲法制 定過程と子 ども ○国際人権法 における民営化論 と子 ども

ロ

郵便 振込 み申込 で直 接申 し込 まれ るか、下記 事務局 へお問い合 わせ下 さい。

郵便振替00150 －3－164 280 口座名称 子どもの権利集約締合研究所

研究所事務所 ：〒1 5 2－0 0 3 4 東京都 目黒区緑 が丘2 －6－1 喜多明人宛

研究所分室（水曜日10 ：0 0－16 ：00）T E L ・F A X O 3 －5 2 8 6 －3 5 9 5 E －M a il ：C rC 2 1 ＠けC O S・jp

』
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N e tw o rk for the  C o n v e n t i o n  o n  t h e

R ig h ts o f th e C h i旧

〒106・003 2 東京都…菩区六本木4 －7 －1 4

み な とN P O ハ ウス 4 F

T E L ＆F A X  O 3 － 3 7 4 6 － 0 7 4 4

（ 事務所受付時間／火・ 金 1 2：0 0 ～ 17 ：0 0 ）

ホームページ

h ttp：／／w w w 6 ．o c n．n e．jp／‾n c rc／

E メール

★発行人

★編集人

★年会費

n c「C ＠a b e a m ．o c n ．n e ．jp

睾 多 明 人

内 田 増 子

5 0 0 0 円 学生3 0 0 0 円

18 歳末満 10 0 0 円

定 期購 読4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0
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